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１　はじめに
　「中国と知的財産権」という言葉からイメージされ
ることは、以前であれば模倣品でした。しかしなが
ら、近年は、模倣品以外にも日米を上回る特許出願件
数や知的財産関連訴訟件数が話題になることも多くな
りました。
　弊所ウェブサイト「知財トピックス」のコーナー
（http://www.soei.com/ip_info/ip/）では、これまで
にも中国に関する様々な話題（１）をお伝えしてきました
が、本稿では、最近のデータを交えながら、中国にお
ける知的財産権の現状をご紹介します。

２　中国における模倣被害の現状
　図１は、日本の産業財産権を保有する企業が受けた模
倣被害の状況を企業数の全体推計で示したものです（２）。
この図から明らかなように、中国における模倣被害
は、製造、経由及び販売の全てにおいて、他の国（地
域）と比べて極めて深刻です。
　また、図２からは、中国の模倣品等が中国国内や日
本だけでなく、世界中で流通している実態がわかりま
す（３）、（４）。
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《図２：中国で製造された模倣品・サービスの販売提供国・地域（流出先）の構成（2014 年度）》

《図１：国・地域別の模倣被害状況
　　　　　　　（2015 年度：企業数の全体推計値）》

注１）「欧州その他」とは、トルコを除いた欧州諸国を示す。
注２）「中東その他」とは、アラブ首長国連邦（UAE）及びサ
　　　ウジアラビアを除いた中東諸国を示す。
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３　中国における特許出願・登録等の現状
　次に、専利（日本の特許、実用新案、意匠に相当）及び
商標の出願件数・登録件数の現状です。
　特許（中国専利法では発明専利）の出願件数について
は、長らく世界一だった日本を２００６年に米国が追い
抜きましたが、２０１１年には米国を追い抜いて中国が
世界一となりました（５）。
　２０１１年に世界一になった後も、中国では特許出願
件数の急激な増加が続いており、図３に示すように２０
１５年には１００万件を突破しました。また、中国では実
用新案及び意匠（中国専利法では、それぞれ実用新案専
利及び外観設計専利）の出願件数も極めて多く、２０１６
年は実用新案が約１４８万件、意匠が約６５万件となって
います（６）。
　特許及び実用新案については、出願件数の増加にあ
わせて登録件数も増加傾向にはありますが、２０１６年
のデータに着目すると、実用新案は出願件数の伸び率
（対前年比30.9%増）に対して登録件数の伸び率（対前年
比3.1%増）は目立って低く、意匠に至っては登録件数

が減少した点は注目に値します。中国では、実用新案
及び意匠について明らかな新規性欠如等の審査はされ
るものの、特許のような実体審査はないことから、こ
のような現状の背景には、質に問題がある出願の存在
があると言われています。
　専利出願の質については、中国国家知識産権局（日
本の特許庁に相当）も問題が存在することを認識してお
り、「専利出願行為の適正化に関する若干の規定」を
２０１７年４月１日に改正しています（７）。改正では、異
常専利出願行為の態様が追加され、異常専利出願行為
が発生する背景の１つになっている出願費用助成等に
関して、国家知識産権局は費用軽減の中止及び軽減さ
れた費用の追納を求めるほかに、情状が深刻な場合に
は、費用助成等の受給資格を５年以内の期間で停止す
ることが可能となりました。
　一方、商標については、専利全体（特許、実用新案及
び意匠の合計）を上回る出願件数及び登録件数となっ
ていますが、冒認商標出願等が問題になっており（４）、
中国政府も対策に乗り出しています（８）。

《図３：中国における専利の出願件数及び登録件数（SIPO「国家知识产权局统计年报」より）》

《図４：中国における商標の出願件数及び登録件数（SAIC CTMO「中国商标战略年度发展报告」より）》
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４　中国における知的財産権紛争の現状
　～特に、特許権侵害に関する紛争について～
　特許出願等の件数と同様に、近年話題に上ることが
多くなっているのが、日本においても各種の報告書等（９）

で伝えられているとおり、中国における知的財産関連
訴訟の件数増加です。

（１）「司法ルート」について
　表１は、中国における知的財産権に関する民事案件
（各級法院（日本の裁判所に相当）に訴える「司法ルート」）

第一審の件数（１０）を日本の全国地裁第一審の件数（１１）と
の比較を交えて示したものです。日本と比べると、件
数においても、増加の割合においても、中国では知的
財産関連訴訟が活発であることがわかります。また、
表２からわかるように、著作権及び商標の件数が多く
なっていますが、専利に絞って考えても２０１６年は１２,
３５７件で、米国の４,０００件強（１２）、（１３）を大きく上回って
います。
　なお、２０１６年における渉外知的財産民事第一審案
件（外国企業が当事者である民事案件第一審の件数）につ
いては結審（既済）分のデータが公表されており、対前
年同期比２５．６％増ながらも１,６６７件で、構成比１．３％と
なっていることから、全体に占める割合は低いことが
わかります。
　訴訟終了の種別についてもデータ（１４）が公表されて
おり、表３からわかるように、約半数が取下げで終了

している点に特徴があります。
　個別の法院については、知的財産専門裁判所の１つ
である北京知識産権法院においても同様に取下げは多
く、２０１４年１１月６日の設立から２０１７年６月３０日まで
に終結した専利権侵害紛争（中国語は「侵犯专利权纠

纷」）６６８件の分析に関して、「判決の形式で終結した
ものは１４２件しかなく、他は調停（筆者注：中国語は
「调解」で表３における「調解」のこと）の形式で終結し
たものが４件で、その余の５５２件はすべて決定の形式
で終結しており、決定で終結したものは全体の７８．１％
にも達する。」ことが報告されています（１５）。また、同
報告では、決定による終結の主な原因が複数挙げられ
ており、その中には「侵害訴訟で係争特許の安定性が
問われて、一部の原告が特許を無効にされることを懸
念して自ら訴えを取り下げている」が含まれており、
前述の専利出願の質（特に、実用新案及び意匠につい
て）の問題とあわせて考えると興味深い分析結果と考
えられます。
　なお、同報告によれば、判決での終結は少ないなが
らも、判決で終結した場合の勝訴率は８１．７％と高い割
合となっており、２０１７年上半期の平均賠償額が１１０.３
万元で、２０１５年の３５万元から大きく上昇していま
す。（２０１７年１０月末現在、１元は約１７円）。
　また、表４に示したように、北京知識産権法院で
は、２０１６年には、設立以来の最高額となる損害賠償
が認容された判決が相次ぎました（１６）。

※調解＝日本の調停に類似する点もありますが、人民法院
　　　　自らが行い、裁判の結果として示される点で異な
　　　　ります。

《表４：北京知識産権法院の高額賠償判決（2016 年）》

《表３：司法ルートにおける訴訟終了の種別：
　　　　　　  2015 年 1月1日から2016 年 12月31日までの

　　　　知的財産権侵害に関する民事案件第一審》

《表１：日中における知的財産関連訴訟件数
　　　　（民事案件［司法ルート］第一審：全体）》

《表２：中国における知的財産関連訴訟の新受件数
　　　　　（民事案件［司法ルート］第一審：四法についての内訳）》
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（２）「行政ルート」について
　専利に関する紛争の近況を知るには、前述の「司法
ルート」のほかに、中国国家知識産権局傘下の各地方
知識産権局による行政取締りの形で差止めを請求する
ことが可能な「行政ルート」の存在を考慮する必要が
あります。
　その「行政ルート」での専利権侵害紛争の受理件数（６）

は表５に示されているとおりで、２０１５～２０１６年は
２万件を超えて、「司法ルート」の新受件数（1万件強）
を大きく上回っています。また、「行政ルート」は、特
許よりも実用新案と意匠に関する紛争で利用されてい
る点が特徴的です。
　なお、「行政ルート」を利用する外国企業も目立って
増加しており、２０１６年は８０３件（構成比３．９%）で、日
本からの受理件数は９５件でした。

５　おわりに
　中国における模倣被害は依然として深刻であり、経
済協力開発機構（OECD）の試算では、「国内に流通す
る被害とインターネット上の被害を除く模倣品・海賊
版の貿易被害額が、２０１３年には、年約４,６００億ドル
（約４６兆円）に上る」とされています（４）。その一方
で、中国政府の方針もあって、専利等の出願件数・登録
件数は今後も増加するだけでなく、権利行使に堪えう
る質を有する権利も増えていくことが予想されます。
　また、現在は中国国内の企業又は個人の間での紛争
が多くなっていますが、最近の報道によれば、韓国・
サムスン社と中国・ファーウェイ社（2017年4月に福建
省泉州で判決）、米国・アップル社と米国・クアルコ
ム社（2017年9月に北京で提訴）の事例のように、当事者
の一方又は両方が中国国外の有名企業である紛争も目
立ち始めており、中国が知的財産権紛争の主戦場にな
る状況も想定されます。
　そのため、従来からの模倣被害だけでなく、企業間
の知的財産権紛争についても、最新の状況を把握する
ことが今後ますます大切になると考えられます。
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《表５：行政ルートの専利権侵害紛争受理件数》

特許
2014 年
1,010
3,461
3,200
7,671

2015 年
1,865
7,836
4,501
14,202

2016 年
2,192
7,382
10,777
20,351

実用新案
意匠
（合計）


